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〇安川文朗部会長（京都女子大学データサイエンス学部教授） 

 ありがとうございました。ほかに、ご意見、ご質問等はございますでしょうか。

では、じゃあ、松本委員、先にお願いいたします。 

 

〇松本真人委員（健康保険組合連合会理事） 

 はい、ありがとうございます。論点に行く前にですね、今、長島委員、森委員か

らも言及がございましたけども、不採算品再算定について少しコメントしたいと思

います。 

  

  

  

 資料の 11 ページに、いろいろ示されておりますけども、2024 年３月から８月の

変化ということで、時期的に特例の影響が十分反映されていない可能性があるかも

しれませんけども、不採算品再算定が適用された品目のうち、改善した割合が

41.8％にとどまり、横ばい、もしくは悪化が、逆に言うと６割近くを占めていると

いうことでございます。 
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 また、適用されていない品目のうち、改善した割合でも、こちらは 28％あり、 

適用品目との差がわずか 10％であるということがわかります。 

 

 安定供給に支障をきたす要因がさまざまあるということは十分理解はしており

ますが、少なくとも今回の結果を見ますと、不採算品再算定の特例によるポジティ

ブな影響は限定的ではないかという印象を受けております。 

 

 特例措置を繰り返すことで、むしろ本則のルールがなし崩しになるという問題点

を、われわれの立場からは強調させていただきたいと思います。 

 

 また、これまでも申し上げてきましたが、６年度改定の議論の中で、不採算品再

算定を受けたにもかかわらず、仕切価率を低下させた品目もございましたので、 

今回、その仕切価の動向については注視をしていかなきゃならないというふうに 

考えております。 

  

 それでは、30ページの論点に沿ってコメントをいたします。 

 

 
 

 まず１つ目の論点でございますが、令和６年度改定では一部の指標のみを試行的

に導入いたしましたが、 

 

以前から申し上げておりますとおり、全ての指標が揃ってはじめてバランスのと

れた評価になると思いますので、情報が公開されているのであれば、評価指標をア

ップデートし、令和７年薬価改定から適用すべきだというふうに考えております。 
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 ２つ目の論点。評価結果の公表についてですが、安定供給を確保できている企業

の可視化という目的を踏まえれば、当然、個別企業の評価結果を公表することが視

野に入ってくるとは考えております。 

 

 ただ、公表にはさまざまな方法があり、例えば、ポイントをフルオープンにする

パターン、あるいは該当する企業区分のみ公表等、いろいろございます。 

 

 また、安定供給にどういった影響があるのか見極めることも必要ですので、ここ

は業界ヒアリングを踏まえながら丁寧に議論すべきだというふうに考えておりま

す。 

 

 ３つ目の少量多品目構造の見直しについてですが、産業構造改革の重要な視点で

あり、薬価の評価指標に加えることもありうると考えております。 

  

  

 

 一方で、24ページを見ますと、構造改革には５年程度かかるということでもござ

いますので、「総合商社型の企業」と「領域特化型の企業」に収斂していくことも想

定しつつ、まずはシミュレーションした上で、少量多品目構造の見直しに係る指標

の導入について妥当性を判断すべきというふうに考えます。 
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 最後の論点ですが、幾分、総論的になりますが、医療保険財政の持続可能性を回

復する視点を重視し、改定ルールは粛々と運用するということが原則だというふう

に考えております。私からは以上でございます。 

 

〇安川文朗部会長（京都女子大学データサイエンス学部教授） 

 はい。じゃ、続いて鳥潟委員、お願いいたします。 

 

〇鳥潟美夏子委員（全国健康保険協会理事） 

 はい、ありがとうございます。１つ目から３つ目の論点に関して、皆さまもおっ

しゃっていたことでありますが、この評価指標は後発医薬品の安定供給に向けて取

り組んでいる企業をバランスよく評価できる指標であると考えております。 

 

 そうした取組を行っている企業が適切に評価されるため、この指標の更なる活用

を検討していくべきだと考えております。 

 

 また、そのため、公表が待たれていた評価指標も可能な限り活用する方向で検討

すべきと思います。 

 

 また、評価結果の公表についても、この評価指標は安定供給が確保できる企業を

可視化し、そうした企業の品目を医療現場で選定しやすくなることを目的に導入し

たものであり、そうした目的に立ち返って検討を進めていくべきと思っております。 

 

 安定供給の問題は、少量多品目生産といった後発品産業の構造的課題に端を発す

るものであり、品目数の適正化につながる指標の追加についても、具体的な指標の

内容次第ではあるものの、前向きに検討していっていただきたいと考えております。 

 

 また、最後の論点ですが、皆さま同様、不採算品再算定につきましては、令和６

年度では特例的な対応を行ったところ、適用された品目のほうが、適用を受けてい

ない品目に比べて供給状況が改善した割合が高かったという説明をいただきまし

たが、私どもの認識としましては、適用されたものの改善がなされなかった品目数

が多いという印象です。 

 

 そうした状況を踏まえ、今後の適用のあり方についても議論をしていけたらとい

うふうに考えております。以上です。 
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〇安川文朗部会長（京都女子大学データサイエンス学部教授） 

 ありがとうございました。では、佐保委員、お願いいたします。 

 

〇佐保昌一委員（日本労働組合総連合会総合政策推進局長） 

 はい、ありがとうございます。30ページの論点の４つ目のポツについて意見を述

べたいと思います。 

  

  
  

 患者、被保険者の立場から考えれば、医薬品の安定供給は重要ですので、必要に

応じて物価上昇や経済情勢を勘案した対応の検討が求められるとは思います。 

 

 一方で、流通改善ガイドラインに沿った適正な取引を進めるなど、生産現場だけ

ではなく、流通を含め、サプライチェーン全体の状況を踏まえながら進めていくこ

とが必要だというふうに思っております。私からは以上です。 

 

〇安川文朗部会長（京都女子大学データサイエンス学部教授） 

 ありがとうございました。奥田委員、お手が挙がっております。奥田委員、よろ

しくお願いいたします。 

  

〇奥田好秀委員（経団連社会保障委員会医療・介護改革部会長代理） 

 はい、ありがとうございます。今回の議案になっております安定供給の重要性に

ついては、もう論をまたないところであり、当然であるというふうに思います。 
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 資料の 24 ページ。後発医薬品の安定供給等を実現する産業構造改革に関連して

申し上げたいと思います。 

 

 ８月に開催されました業界ヒアリングでは、業界団体側から、業界再編の具体的

な姿について調査研究のための研究会の立ち上げといったプレゼンもなされたと

ころであります。 

 

 こういった、業界自ら、動きが出ておりますので、政府としてもですね、後押し

をしていくことが必要ではないかなというふうに思いますので、どうぞよろしくお

願いをいたします。はい。私からは以上です。 

 

〇安川文朗部会長（京都女子大学データサイエンス学部教授） 

 ありがとうございました。ほかに、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 

 業界側のビジョンである、大事だ、とか、いうことも議論に出ましたが、今日、

いろいろ出ましたご意見に関連して、もし専門委員のほうから、ご発言がありまし

たら、お願いできますか。では、石牟禮専門委員、お願いいたします。 
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